
駐車禁止等除外標章（緊急往診車用）の
申請案内

令和６年８月版
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本資料について

本資料は、令和７年用「駐車禁止等除外標章（緊急往診車用）」の申請（継続・新規）に必要な内容を記載したものです（警視庁確認済）。

【注意①】電子車検証（コピー）の取扱いについて
令和５年１月より交付が始まった電子車検証は基礎的情報のみの記載になっている為、従来の車検証と同じ項目の確認が困難です。
そのため、電子車検証の場合、車検証と一緒に交付される自動車検査証記録事項のコピーを必ずご提出くださいますようお願い申し上げます。
自動車検査証記録事項のコピーのみの提出でも問題ありません。（電子車検証のコピーのみは不可）

【注意②】車検証・運転免許証の有効期間について
★車検証・運転免許証の有効期間／期限が令和６年１０月末までに切れる場合には、更新後にご申請ください。

★車検証・運転免許証の有効期間／期限が令和６年１１月～１２月末に切れる場合には、
①車検証：車検証の備考欄に「継続検査中」または「継続検査予定」と記入し、申請ください。

検査完了後、速やかに新たな車検証のコピーを地区医師会経由で都医へ提出してください。

②運転免許証：コピー余白に「更新手続き中」または「更新手続き予定」と記入し、申請ください。
更新手続き後、速やかに新たな運転免許証のコピーを地区医師会経由で都医へ提出してください。

申請に必要な書類 提出時の確認

問い合わせについて

①申請書
②車検証のコピー
③運転免許証のコピー
④申請者の医療施設の開設届控えのコピー
⑤駐車場の確認書類
⑥緊急往診の実績一覧【ある場合】
※詳細は、各ページをご参照ください。

本資料をご参照いただいたうえで、下記までご連絡ください。
（公社）東京都医師会 医療支援課 直通 03-3294-8831
※各地区医師会への提出に関する問合せは、
ご所属の地区医師会へお問い合わせください。

ご提出の際には、本資料および
「申請書類のチェックポイント」
（別紙）により不備が無いことを
確認したうえで、ご提出ください。
提出後に不備が発覚した場合は、
不備が整うまで地区医師会単位で
申請は停止し、地区医師会全体で
の交付が遅れる原因となります。

標章が円滑に交付されますよ
う、申請書類のご確認につきまし
て、ご協力よろしくお願いいたし
ます。
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いずれの書類も
A4サイズ・

片面コピーで
ご提出ください

継続検査予定

車検証 運転免許証

昨年と取扱いが変わったので注意！



No. 質 問 内 容 回 答

1 非会員も医師会経由の申請はできるか？

できません。
医療施設の開設者が会員でも、申請者が非会員の場合は、医師会経由の申請はできません。
警視庁で直接申請を行ってください。

●申請先：警視庁 交通部 駐車対策課 駐車対策第一係
電話：03-3581-4321

また、地区医師会のみ入会し、東京都医師会には入会していない場合も申請はできません。

※非会員の申請時等、警視庁に直接申請をする場合は、「５．申請車両保管場所の確認書類」の
用紙の使用はできません。

2
同じ医療施設内で、１台の車に対し、複数の会員の申請をす
ることはできるか？

できます。（原則は１名です）
申請者ごとに「申請書」「運転免許証コピー」「在職証明書」「緊急往診の実績一覧」が必要で
す。「車検証コピー」「開設届の控えコピー」は１枚（共通）で構いません。
「申請車両保管場所の確認書類」は、医療施設に常駐し通勤には使用していない場合など共通の
内容の場合は、１枚で可。申請者によって状況が異なる場合は、それぞれご用意ください。
１台分の申請書類を１セットにしてクリップで留めて提出してください。
標章は１枚交付され、使用者の欄には、連名で使用者名が記載されます。

3 １名の会員が複数の車の申請をすることはできるか？ 基本的にはできません。１名につき１台のみ申請できます。

4 医師以外が代理運転する申請はできるか？

申請者が運転免許証を所有していない場合、代理運転の申請が可能です。
代理の運転者は、申請者の医療施設の看護師で、緊急往診時に医師に同行する者であれば申請可
能です（※事務員など、看護師以外は不可です）。

申請には通常の申請書類に加え、「代理の運転者の在職証明書」「運転免許証のコピー」が必要
です。また、申請書の備考欄に「代理運転による申請」と記入ください。
※申請書には、申請する医師本人の氏名や住所を記入ください。
※医師会を通さず、直接警視庁へ申請する場合は「申請者の医師免許証コピー」、
「代理運転者の看護師免許証コピー」が必要となります。

申請に関するQ＆A
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No. 質 問 内 容 回 答

5 継続申請とは？

令和６年用除外標章の交付を受けており、令和７年用も引き続き交付を希望する者（東京都医師
会員）
※前年度まで警視庁に直接申請していたが、今年度から医師会経由で申請する場合も「継続」扱
いとなります（発行番号を記入ください）。

6 新規申請とは？ 令和６年用除外標章の交付を受けておらず、令和７年用の交付を希望する者（東京都医師会員）

7 令和６年（今年度）の申請は医師会経由でできますか？

できますが、医師会を通すと申請に時間がかかってしまうため、お急ぎであれば警視庁へ直接申
請ください。
令和６年度（今年度）と令和７年度（次年度）を同時に申請する場合、次年度は「継続」扱いと
なります。

8

前年度までの申請内容から、一部内容が変わったが、扱いは
新規か？継続か？（例：医療施設住所や車両番号、駐車場な
ど）

「継続」の扱いとなります。
変更した箇所を申請書の備考欄に記入ください。

※申請者（運転者）が変更となった場合は「新規」の扱いとなります。

9

以前交付されていたことがあるが、ブランクがある会員につ
いて、令和７年用の申請をしたいが、扱いは新規か？継続
か？

「新規」の扱いとなります。
※以前交付されていた標章の発行番号が判る場合は、申請書の「現在の標章」の発行番号欄に記
入してください。
以前に交付を受けていたが、発行番号が判らない場合は、「発行番号」欄は記入不要です。
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何も記入しないでください

１.申請書
申請書は警視庁のウェブサイトからもダウンロード可能です
「警視庁」→「手続き」→「交通に関するもの」→「申請様式一覧」→「駐車禁止等除外標章」
→ 駐車禁止等除外標章交付申請書（緊急往診車用）（別記様式第４の２）
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kotsu/application/chusya_jogai.files/style02.pdf

①申請種別
新規・継続のどちらかに

〇をつけてください

③住所（自宅）
申請医師の住所（運転免許証の

住所）を記入ください

■転居している場合

免許証裏面：備考欄に記載されている
転居後の住所を記入してください

転居後の住所の記載が無い場合は、
警察署にて免許証の住所変更手続きを
行ってから申請してください

⑥氏名
申請医師の運転免許証の氏名を
記入ください

⑦登録（車両）番号
車検証の車両番号を記入ください

※地域名表示（例：品川）も
漏れなく記入

⑤勤務先（病院等所在地・名称・電話番号）

申請医療施設の「開設届の控え」に記載
されている住所・名称・電話番号を記入
してください
医療法人立の場合は、法人名も記入して
ください

開設届の住所や名称が実際と異なる場合
や、開設届の控えが無い場合の記入方法
は、「４．申請者の医療施設の開設届控
えのコピー」の頁を参照

⑧医師免許等
■医籍登録番号
申請者の医籍登録番号を記入してください

■診察科目
申請者の主な診療科目を記入してください

■緊急往診の実績
過去1年（申請時より1年）での実績がある場合は「有」に
〇をつけ、実績一覧を添付してください
※詳細は、「６．緊急往診の実績一覧」の頁を参照

⑩署名欄
何も記入しないでください
誤って記入した場合は二重線で
消してください

⑪地区医師会名の記入
備考欄の右下に所属の地区医師会名を
記入してください
（地区医師会名のスタンプでも可）

⑨現在の標章の情報 継続申請のみ記入（新規申請の場合は無記入）
■発行番号 → 現在の標章の発行番号を記入

例：A-〇〇-〇〇〇〇
■有効期限 → 令和６年１２月３１日と記入

※標章の表記どおりに記入してください 5

④自宅の電話番号 記入漏れ注意

●●●医師会

継続申請のみ記入（新規は無記入）

②申請日
地区医師会への提出日を

記入ください。



No. 質 問 内 容 回 答

１

令和６年用の標章は申請しなかったが、過去に標章の交付を
受けたことがあり、標章の発行番号が分かる場合は記入が必
要か？
（申請に関するＱ＆A №９と同じ。扱いは「新規」）

以前交付されていた標章の発行番号が判る場合は、申請書の「現在の標章」の発行番号欄に記入
してください。
以前に交付を受けていたが、発行番号が判らない場合は、「発行番号」欄は記入不要です。

2
申請時点から12月末（年内）までに届出内容に変更がある場
合、どのように申請したらよいか？
（例）車を買い替え予定、引っ越し予定

現在の内容では申請できません。
車検証や運転免許証を変更後に申請ください。

※年末間際の申請となる場合、翌年１月からの使用に間に合わない可能性がございます。
お急ぎの場合は、直接警視庁へ申請ください。

３ 書類の記入ミスをした場合、修正印は必要か？
修正印は不要です。二重線を引いて修正ください。
※修正テープは使用しないでください。

１．申請書 Q&A
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２．車検証のコピー

①使用者の氏名又は名称

申請できる車両は原則、車検証の「使用者の氏名又は名称」が、以下１）～３）のものです

１)申請者本人の場合 → 申請書の「申請者氏名」と同じであることを確認

２)医療法人名の場合 → 申請書の「勤務先」と同じであることを確認

３)同居の親族の場合 → 車検証の「使用者の住所」が申請者の「自宅住所」と
同じであることを確認

↓

上記１）～３）以外の場合、Ｑ＆Ａ（№１）を参照

車検証のコピーについて、下記３点についての確認が必要です
①使用者の氏名又は名称、②使用の本拠の位置、③有効期間の満了する日

②使用の本拠の位置

申請できる車両は原則、車検証の「使用の本拠の位置」が、以下１）～２）のものです。

１）医療施設の住所の場合 → 申請書の「勤務先」と同じであることを確認

２）申請者の自宅の住所の場合 → 申請書の「自宅住所」と同じであることを確認
↓
上記１），２）以外の場合、Ｑ＆Ａ（№３）を参照

③有効期間の満了する日

車検証の「有効期間の満了する日」が「令和７年１月１日」以降であることを確認

★車検証の有効期間が令和６年１０月末までに切れる場合には、更新後にご申請ください。

★車検証の有効期間が令和６年１１月～１２月末に切れる場合には、
車検証の備考欄に「継続検査中」または「継続検査予定」と記入し、申請ください。
検査完了後、速やかに新たな車検証のコピーを地区医師会経由で都医へ提出してください。

●電子車検証について●（昨年と取扱いが変わったのでご注意ください）
令和５年１月より交付が始まった電子車検証は基礎的情報のみの記載になっている為、従来の車検証と同じ項目の確認が困難です。
そのため、電子車検証の場合、車検証と一緒に交付される自動車検査証記録事項のコピーを必ずご提出くださいますようお願い申し上げます。
自動車検査証記録事項のコピーのみの提出でも問題ありません。（電子車検証のコピーのみの提出は不可です。）

車検証
見本
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No. 質 問 内 容 回 答

1

①使用者の氏名又は名称について
車検証の「使用者の氏名又は名称」が下記の原則１）～３）
とは異なる場合は申請できるか？
原則：１）申請者本人、２）医療法人名、３）同居の親族

内容により申請できる場合があります。
① 原則とは異なる名義の車で申請する必要がある理由を明記した説明書(Ａ４サイズ)と、
② 車検証の「使用者」が、申請者が緊急往診で申請車両を使用することを認めている旨の

書面をご提出ください（許可印は不要です）。
※審査により、内容によっては交付の対象外となる場合もあります。
※「5.申請車両保管場所の確認書類」は「該当なし」にチェックを入れて提出ください。

例）使用者の名称＝「申請者が運営する会社名」
→ ① 会社と申請者の関係を明記した説明書（Ａ４サイズ）

例：「車検証の使用者『株式会社○○』は、申請者が経営している会社です。」

② 会社の代表者名で、申請者に緊急往診で申請車両を使用することを
認めている旨の書面（Ａ４）

例：「私は、申請車両（品川000あ0000）を申請者○○○○が
緊急往診に使用することを許可しています。
○年○月○日 株式会社○○ 代表○○○○」

２
②使用の本拠の位置について
「使用の本拠の位置」が「＊＊＊」と表記されており、確認
できない

「＊＊＊」は「同上」と同じ意味です。

３

②使用の本拠の位置について
車検証の「使用の本拠の位置」が、下記の原則１）、２）と
異なる場合は申請できるか？
原則：１）医療施設の住所 ２）申請者の自宅の住所

内容により申請できる場合があります。
以下3点をまとめた説明書(Ａ４)を添付してください。
（1）車検証「使用の本拠の位置」が医療施設・自宅のいずれでもない理由
（2）申請車両を通勤に使用しているか？
（3）緊急往診時、どのように対応するのか？

※審査により、内容によっては交付の対象外となる場合もあります。
※「5.申請車両保管場所の確認書類」は「該当なし」にチェックを入れて提出ください。

対象外となる例）
⇒車検証の書き換えが必要であるにもかかわらず、まだ書き換えていない場合

２．車検証のコピー Q＆A
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No. 質 問 内 容 回 答

４ 電子車検証について

令和５年１月より交付が始まった電子車検証は基礎的情報のみの記載になっている為、従来の車
検証と同じ項目の確認が困難です。そのため、電子車検証の場合、車検証と一緒に交付される自
動車検査証記録事項のコピーを必ずご提出くださいますようお願い申し上げます。
自動車検査証記録事項のコピーのみの提出でも問題ありません。
（電子車検証のコピーのみの提出は不可です。）

5 有効期間が令和６年中に満了する車検証の取扱いは？

令和６年１０月末までが有効期間のもの
→検査が完了してからご申請をお願いいたします。

令和６年１１月～１２月末までが有効期間のもの
→用紙の余白に「継続検査中」または「継続検査予定」と記載し、提出してください。
検査終了次第、速やかに更新した車検証のコピーを地区医師会経由で都医へ提出ください。

６ リース車でも申請はできるか？
できます。
※カーシェアでの申請は不可です。

７ バイクでの申請はできるか？
できます。
車検証または軽自動車届出済証を提出ください。

８ 車両番号が都外でも問題ないか？ 医療機関が都内であれば問題ございません。
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昨年と取扱いが変わったので注意！



３．運転免許証のコピー ※Ａ４サイズの紙にコピーしてください
※両面コピーはしないでください

①氏名
申請書の「氏名」と同じ名前である事を確認してください

②住所
申請書「住所（自宅）」と同じ住所である事を
確認してください

・転居している場合 → 警察署等にて運転免許証の住所変更手続きを行い、
運転免許証の表面と移転後の住所が記載された裏面の
備考欄のコピー（A4）を添付してください

※両面コピー不可（片面コピーで提出してください）
※「変更手続き予定」としては申請出来ません

③有効期限

「令和７年１月１日」以降であることを確認してください。

★運転免許証の有効期限が令和６年１０月末までに切れる場合には、更新後にご申請ください。

★運転免許証の有効期限が令和６年１１月～１２月末に切れる場合には、
コピー余白に「更新手続き中」または「更新手続き予定」と記入し、申請ください。
更新手続き後、速やかに新たな運転免許証のコピーを地区医師会経由で都医へ提出してください。

申請者が運転免許証を所有していない場合、代理運転の申請が可能です

代理の運転者は、申請者の医療施設の看護師で、緊急往診時に医師に同行する者であれば申請可能です。
※看護師以外は不可です。

申請には代理の運転者の以下書類が必要です。
(1)代理運転者の在職証明書
(2) 〃 運転免許証

※申請書の氏名や住所は、申請者本人（医師）のものを記載ください
また申請書の備考欄に「代理運転による申請」と記入してください

代理運転の場合

10

異なる場合

代理運転による申請

〈A4用紙に印刷〉



No. 質 問 内 容 回 答

1

②住所について
転居をしているため、警察署にて運転免許証の住所変更手続
きをする予定だが、提出期限に間に合わない場合は、「変更
手続き予定」と
余白に記入して申請することはできるか？

「変更手続き予定」では申請できません。
警察署または免許センターにて、速やかに運転免許証の住所変更手続きを行い、変更手続き終了
後に運転免許証の表面と裏面備考欄のコピーを添えて申請してください。

２ 有効期限が令和６年中の免許証の取扱いは？

●令和６年１０月末までが有効期限のもの
→更新してからご申請をお願いいたします。

●令和６年１１月～１２月末までが有効期限のもの
→用紙の余白に「更新手続き中」または「更新手続き予定」と記入し、提出してください。
更新手続き終了次第、速やかに更新した運転免許証のコピーを地区医師会経由で
都医へ提出してください。

３．運転免許証のコピー Q＆A
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４．医療施設の開設届控えのコピー

下記３点について確認します

Ａ．医療施設の名称 Ｂ．医療施設の所在地 Ｃ．申請者名
（実在するのか？） （実在するのか？） （在職しているか？）

Ａ～Ｃを確認する書類として

「開設届（開設許可書）控え」の写しを
添付（※Ａ～Ｃを証明できる部分のみ）

■医療施設の名称・所在地が申請書の内容と一致しない場合

① 名称・住所を変更している場合等
→変更後の名称・住所等が確認できる
「開設認可の変更届」の控えを
添付してください

② その他「開設認可の変更届」が無い、
「地番変更」等があった場合
→申請書の備考欄もしくは別の用紙（Ａ４サイズ）に、
名称・所在地が申請書と一致しない理由を記載してください
（記載例）区画整理により医院の住所の地番が変更されているため

開設届の住所と異なります

■管理者の氏名が申請書の内容と一致しない場合

① 申請者が管理者では無い場合
→開設届の項目「診療に従事する医師の氏名」欄に
申請者名があれば、該当部分を添付
又は、開設者又は管理者（開設届等に記載されている）が発行する
申請者の在職証明書（別紙）を添付する

※公的な書類で氏名の確認ができない方は、
在職証明書の発行者として認められません

② 管理者が交代している場合
→開設届の変更届の控えを添付

※開設届の全ページのコピーは必要ありません 必要ページのみをコピーしてください
※Ａ４サイズの紙にコピーしてください （Ａ～Ｃを証明できる部分）
※両面コピー不可（片面コピーで提出してください）

12

--- 注意 ---
「法人の設立許可書」ではありません
※「法人の設立許可書」の場合は、
Ａ～Ｃが満たされていない場合が
あります
詳細はＱ＆Ａを参照ください

開設届の控え

A.医療機関の名称
B.医療機関の所在地 が
申請書の内容と一致してい
るか確認（実在の証明）

C.管理者の氏名 が
申請書の内容と一致してい
るか確認（在職の証明）

在職証明書は添付の用紙を
ご活用ください

（押印は不要です）

一
致
し
な
い
場
合

申請書



No. 質 問 内 容 回 答

1 「開設届（開設許可書）控え」が手元に無い場合は？

下記の方法で〔Ａ.医療施設の名称 Ｂ.医療施設の所在地 Ｃ.申請者〕を証明することも
可能です。

１.「医療施設の証明書」（保健所長発行）写しを添付 → 地域の保健所で発行可能です

２.「保険医療機関 指定通知書」（関東信越厚生局発行）写し
（指定の期間の末日が令和７（平成３７）年１月１日以降であるもの）を添付

３.その他
保健所等、行政の発行する書類で、

〔Ａ.医療施設の名称 Ｂ.医療施設の所在地 Ｃ.申請者〕を証明できるもの
→例：履歴事項全部証明書等
※１つの書類でＡ～Ｃが満たされない場合、複数の書類を組み合わせることも可能
※審査の結果、書類内容によっては、許可されない場合もあります。

2 「法人の設立許可書」の控えで申請することはできるか？

〔Ａ.医療施設の名称 Ｂ.医療施設の所在地 Ｃ.申請者〕の確認が出来ない書類では申請はできま
せん。
「法人の設立許可書」は、あくまでも「法人」の設立を許可するものであり、それだけでは、
Ａ.医療施設の名称 Ｂ.医療施設の所在地 Ｃ.申請者 の確認ができない場合があります。
その場合は、Ａ～Ｃを確認出来る書類を組み合わせて申請してください。

４．医療施設の開設届控えのコピー Q＆A

13

参照：P.21



５．申請車両保管場所の確認書類
申請車両保管場所の確認書類については、車検証の使用者・使用の本拠の位置と駐車場の位置や
通勤方法によって、提出する内容が異なります。この用紙は、医師会経由の申請で使用するものです。
非会員の申請時等、警視庁に直接申請をする場合は、使用できません。

車検証の「使用者の氏名又は名称」欄確認

車検証の「使用者の氏名又は名称」欄に記載されている名義が、個人名義（申請者本人または同居の親族）、
法人名義（医療機関を開設している法人）のどちらかを確認。
それによって使用していただく用紙が異なります

駐車場の賃貸借契約書
が不要の場合
（ただし、車検証の使用者
住所が医療施設と同じ場合
を除く）

指定の文言を申請書の備考
欄に記入してください。

駐車場の賃貸借契約書が必要の場合

■申請車両の賃貸借契約書のコピーを添付
してください。

■賃貸借契約書に記載されている契約期間が
過去の日付になっているが、自動更新してい
る場合は、その旨を賃貸借契約書（コピー）
の余白に記入してください。
例「自動更新しています。」

■賃貸借契約書に車両番号が記載されて
いる場合、申請車両と一致している必要
があります。車両が変更になっている
場合は、その旨余白に記入してください。
例「車両番号は○○に変更しています。」

■医療施設の敷地内などで賃貸借契約書がな
い場合は、駐車場の場所を示す地図（自作不
可）と医療施設の駐車場と確認できる図面や
写真等の書類の両方が必要です。

※ 別紙添付の場合はＡ４サイズの用紙を使
用してください
※ 両面コピー不可
片面コピーで提出してください
※別紙添付の場合でも当用紙は氏名・該当

箇所 を記入し、必ず提出してください。
「該当なし」の場合

□に を記入のうえ、Ｑ＆Ａ を参照し、不明な点があれば、都医へご連絡ください

申請者氏名
必ず申請者の氏名を記入

（個人用） （法人用）
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個人名義 法人名義

次項参照
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（補足）駐車場の賃貸借契約書が必要の場合の提出書類

■申請車両の賃貸借契約書のコピー

駐車場を借りていることが分かる書類を提出
してください。

※賃貸借契約書に記載されている契約期間が
過去の日付になっているが、自動更新して
いる場合は、その旨を賃貸借契約書（コ
ピー）の余白に記入してください。
例「自動更新しています。」

※賃貸借契約書に車両番号が記載されて
いる場合、申請車両と一致している必要
があります。車両が変更になっている
場合は、その旨余白に記入してください。
例「車両番号は○○に変更しています。」

医療施設の敷地内などで賃貸借契約書がない場合
下記2点の書類を提出ください

①駐車場の場所を示す地図（自作不可）

②医療施設の駐車場と確認できる図面や写真等

または

※車両番号や（敷地内の場合は）
建物看板等が映るように撮影ください

医療機関

駐車場

例

写真例図面例

当該医療機関、
駐車場の所在地に
印を付けてください

※いずれもA4サイズ用紙にコピー
※両面印刷は不可です

５．申請車両保管場所の確認書類

※当該駐車区画に
印を付けてください



５．申請車両保管場所の確認書類 Q＆A
No. 質 問 内 容 回 答

1 「該当なし」の場合について

内容により、申請できる場合があります。以下の書類（A4サイズ）を提出ください。
※審査の結果、書類内容によっては、許可されない場合もあります。

≪使用者の氏名又は名称が選択肢に当てはまらない≫
①原則とは異なる名義で申請する必要がある理由を明記した説明書
②車検証の「使用者」が、申請者が緊急往診で申請車両を使用することを認めている旨の書面

≪使用の本拠の位置が選択肢に当てはまらない≫
以下3点をまとめた説明書
（1）車検証「使用の本拠の位置」が医療施設・自宅のいずれでもない理由
（2）申請車両を通勤に使用しているか？
（3）緊急往診時、どのように対応するのか？

※ 追加で必要な書類の提出をお願いする場合があります。

2 なぜ、駐車場の確認書類が必要なのか？
標章を不正に（駐車場代わりに）使用されないために、勤務先・自宅とも駐車場が確保されてい
ることを確認するためです。

3 コインパーキングを利用しているが、申請できるか？ コインパーキングは駐車場所が確保できているとは証明できないため、申請できません。

4
医療施設の敷地内に駐車している場合など、駐車場の賃貸借
契約書が無い場合、駐車場の地図は自作でも良いか？

不可です。
駐車場の賃貸借契約書が無い場合、自作の地図・略図で申請車両保管場所の確認書類とすること
は不可です。
既成の周辺地図（ネット地図のプリントアウトも可）のコピーに、当該駐車場の所在地に印をし
たもの（Ａ４サイズ）と、申請車両が駐車している写真や建物図面など、その場所に申請車両の
駐車スペースがあることが、明確に分かる資料（Ａ４サイズ）を添付してください。

16



５．申請車両保管場所の確認書類 Q＆A
No. 質 問 内 容 回 答

5
賃貸借契約書の契約期間が過去の日付になっているが、契約
は自動更新している。申請できるか？

可能です。
賃貸借契約書の契約期間が過去の日付だが、自動更新している場合は、その旨を賃貸借契約書コ
ピーの余白に記載してください。記入例「自動更新しています。」

6
賃貸借契約書に記載されている契約車両は契約当時のもので、
現在は車両を変更している。申請できるか？

可能です。
車両を変更している場合は、その旨を賃貸借契約書コピーの余白に記載してください。
記入例「車両番号は 品川 000 あ 0000 に変更しています。」

７
知人等に駐車場所を借りていて、賃貸借契約書は無いが、必
要な書類は何か？

以下３点の書類が必要です。
①駐車場所を示す地図（自作不可）
②その場所に申請車両を停めていることが確認できる書類（写真や図面など）
③駐車場所の貸主が、申請車両を駐車することを許可している旨の書面
（Ａ４サイズ，過去に提出した書面のコピーは不可）
記入例「私は、○○区○○町○○番地に、申請者○○○○が申請車両（品川000あ0000）を

駐車することを許可しております。
○年○月○日 住所○○区○○町○○番地 氏名○○○○」

8

車検証「使用の本拠の位置」が、実際に本拠としている場所
と異なる場合、申請できるか？
（例：「使用車の氏名又は名称」＝申請する医療機関名

「使用の本拠の位置」＝同法人の別医療機関住所）

実際の「使用の本拠の位置」と異なる場合、申請できません。
車検証の「使用の本拠の位置」を変更してから申請ください。
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■過去１年の間で、緊急往診の実績が有る場合

・申請書「緊急往診の実績」の有に○を付けてください

・「緊急往診の実績一覧（過去1年分）」に必要事項を記入し添付してください

※用紙について
「申請者名」「往診年月日」、「往診場所」、「往診内容」が記載されていれば、
他の用紙（Ａ４サイズ・片面）でも提出可能です

「過去１年」の期間 ＝ 申請時から過去１年前まで

６．緊急往診の実績一覧（申請時から過去１年分）

18

■過去１年の間で、緊急往診の実績が無い場合

・申請書「緊急往診の実績」の無に○を付けてください

・緊急往診の実績一覧の用紙は添付する必要はありません

「往診場所」について
東京都以外の住所を記載しないでください
（神奈川県・埼玉県・千葉県等は記載不可）

個人情報に当たりますので、番地や個人名は
記載しないでください（○○区○○町のみ記
載）

「往診内容」について
緊急性の無い内容を記載しないでください
例年、「診察」「食欲不振」「血圧測定」な
ど、それだけでは緊急と判断できない記述が
見られます

申請書

江東区東砂 急性○○

○○ ○○

氏名も忘れずに！

記入例：

○○区○○町のみ記入



６．緊急往診の実績一覧 Q＆A
No. 質 問 内 容 回 答

1 実績一覧には医療機関としての実績を書くのか？ 医療機関としての実績ではなく、申請者個人の往診実績をご記入ください。

2 複数名で申請する場合、1枚にまとめてもよいか。 複数名で申請する場合も、1名につき1部ずつ実績一覧をご記入ください。
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① 1台に対して複数名申請したい場合

20

② 医師に代わって看護師が代理運転したい場合

７．よくあるご質問

提出書類 部数

①申請書 1名につき1部

②車検証のコピー 1台分を1部（共通）

③運転免許証の
コピー

1名につき1部

④医療施設の開設届
控えのコピー

同医療機関分
・医療施設の名称／住所が確認できるもの（共通で1部）
・各申請者の在職が確認できるもの

⑤駐車場の確認書類
共通の内容の場合は1部
申請者によって状況が異なる場合は1名につき1部

⑥緊急往診の
実績一覧
（ある場合）

1名につき1部

同じ医療機関に所属する医師で、1台の車を緊急車両として共有使用す
る際は、以下書類を提出ください。

提出書類 部数

①申請書
医師本人分を1部（代理運転者の申請書は不要）
※備考欄に、「代理運転の申請」と記入してください

②車検証のコピー 1部

③運転免許証の
コピー

代理運転する看護師の運転免許証コピーを1部

④医療施設の開設届
控えのコピー

同医療機関分
・医療施設の名称／住所が確認できるもの（共通で1部）
・申請者（医師）の在職が確認できるもの
・代理運転者（看護師）の在職が確認できるもの

⑤駐車場の確認書類 1部（右上の申請者氏名には医師本人の氏名を記入）

⑥緊急往診の
実績一覧
（ある場合）

1部（右上の申請者氏名には医師本人の氏名を記入）

申請者が運転免許証を所有していない場合、代理運転の申請が可能です。
代理の運転者は、申請者の医療施設の看護師で、緊急往診時に医師に同
行する者のみとなります。※看護師以外は不可です。

医師複数名
（同一医療施設）

医師
（運転免許なし）

看護師
（代理運転）

※医師会経由で申請する場合（直接警視庁へ申請する場合は提出書類が異なります）



③「開設届（開設許可書）控え」以外で証明となる書類は？

７．よくあるご質問

開設届

①医療施設名称、②医療施設住所、③申請者名が確認できる
公的書類（行政等が発行、確認印を押している書類）を提出いただきます

開設届の
変更届

指定通知書

指定通知書

証明となる公的書類（例）

履歴事項
全部証明書

組み合わせる場合（例）

在職
証明書

開設届

① 医療施設名称
② 医療施設住所

③ 申請者名
※開設届で在職
が証明されてい
る方が証明者と
なる必要あり

在職
証明書

① 医療施設名称
② 医療施設住所

1枚の書類で①医療施設名称、②医療施設住所、③申請者名が
確認できない場合、書類を組み合わせて提出してください
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申請者本人が証明者となり、
本人を証明している在職証
明書は使用不可です

※「指定の期間の末日」が「令和７（平成３７）年
１月１日以降であるもの」を添付ください

③ 申請者名
※指定通知書で在
職が証明されてい
る方が証明者とな

る必要あり



８．提出時の確認

ホチキス
使用不可

提出の前に「申請書類のチェックポイント」（別紙）により、
不備が無いことを確認してください

■書類の順番を以下のとおり揃え、クリップで留めてください
■書類はＡ４サイズ用紙に統一、両面コピーは不可です
■各書類は読み取れる濃さで印刷してください

「申請書類のチェックポイント」（別紙）

氏名や医療施設名等の記入漏れが多くなっています
不備がございますと

標章の交付が遅れる可能性がございますので、
提出前に必ず抜け・漏れがないかご確認ください
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